
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの随意契約
【選挙管理委員会事務局】

担当課 契約名称 契約日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

選挙管理
委員会事
務局

開票会場の設営業
務

平成24年12月14日
日本通運株式
会社　天王寺
支店

八尾市神武町2-24 2,401,350

衆議院の解散により総選挙を行うこととなったが、解散
日より当該業務を行う必要がある日まで時間的に余裕
がなかったため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当）

選挙管理
委員会事
務局

開票会場借上 平成24年12月14日
公益財団法人
八尾体育振興
会

八尾市青山町3-5-24 803,675
他に適切な施設がなく、競争入札に適しないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

選挙管理
委員会事
務局

公営選挙ポスター
掲示場設置業務

平成24年11月20日
末広電機産業
株式会社

八尾市久宝寺1-1-47 4,671,901

衆議院の解散により総選挙を行うこととなったが、解散
日より当該業務を行う必要がある日まで時間的に余裕
がなかったため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当）

選挙管理
委員会事
務局

市民ロビーパ－ティ
ション借上及び設
置

平成24年11月29日 共栄社 八尾市植松町4-8-22 577,500

衆議院の解散により総選挙を行うこととなったが、解散
日より当該業務を行う必要がある日まで時間的に余裕
がなかったため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当）

選挙管理
委員会事
務局

人材紹介業務 平成24年11月30日
株式会社ログ
ロール

大阪市北区浪花町
12-24

779,450

衆議院の解散により総選挙を行うこととなったが、解散
日より当該業務を行う必要がある日まで時間的に余裕
がなかったため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当）

選挙管理
委員会事
務局

選挙機器点検整備
業務

平成24年11月22日
株式会社ムサ
シ　大阪支店

東大阪市長田中3-6-
1

598,794
選挙用で特殊な機器であり、競争入札に適しないた
め。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）
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担当課 契約名称 契約日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

選挙管理
委員会事
務局

選挙公報同封用啓
発しおりの作成及
び封入封緘業務

平成24年12月7日

株式会社イセ
トー　ソリュー
ション事業本
部

大阪市西区西本町1-
3-15

1,988,910

衆議院の解散により総選挙を行うこととなったが、解散
日より当該業務を行う必要がある日まで時間的に余裕
がなかったため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当）

選挙管理
委員会事
務局

投票所等の電気設
備借上及び設置

平成24年12月12日
ハヤタ電気商
会

八尾市教興寺7-61 696,150

衆議院の解散により総選挙を行うこととなったが、解散
日より当該業務を行う必要がある日まで時間的に余裕
がなかったため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当）

選挙管理
委員会事
務局

入場整理券等の作
成及びデータ出力
業務

平成24年11月20日
共同印刷西日
本株式会社

大阪市中央区平野町
2-1-2

737,898

衆議院の解散により総選挙を行うこととなったが、解散
日より当該業務を行う必要がある日まで時間的に余裕
がなかったため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当）

選挙管理
委員会事
務局

入場整理券用封筒
作成及び封入封緘
業務

平成24年11月20日
レスター工業
株式会社

大阪市中央区糸屋町
2-3-2

1,241,139

衆議院の解散により総選挙を行うこととなったが、解散
日より当該業務を行う必要がある日まで時間的に余裕
がなかったため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当）

選挙管理
委員会事
務局

労働者派遣業務
(投票事務・開票事
務)

平成24年11月22日
株式会社ナ
ジック・アイ・サ
ポート

京都市下京区烏丸通
七条下ル東塩小路町
735

1,577,302

衆議院の解散により総選挙を行うこととなったが、解散
日より当該業務を行う必要がある日まで時間的に余裕
がなかったため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当）
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